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●　申請の内容によって申請書の提出先、提出方法が異なります。次のとおり申請手続を行って

下さい。

※　申請書の提出先については、26、27ページを参照し、宛先等をご確認下さい。

●　また、電子申請によっても申請を行うことができます。25ページの「電子申請による免許申請

等について」をよく読んで申請手続きを行って下さい。

●　免許申請が集中する時期は、免許証がお手元に届くまで30日程度かかる場合があります。

●　技能講習修了証・特別教育修了証等の再発行等は本申請手続きの対象外です。受講した教育機

関等にお問い合わせください。

申請の内容

Ⅰ　免許申請

Ⅱ　免許証再交付申請
　　　免許証を紛失した方

　　　免許証を損傷した方

　　　免許証の記載事項等の変更を希望する方

　　　新様式の免許証の発行を希望する方

Ⅲ　免許証書替申請
　免許証に記載されている氏名を変更した方

Ⅳ　免許更新申請
　特別・普通ボイラー溶接士免許の有効期間を更

新しようとする方

申請書の記載方法、提出先、提出方法

Ａ　安全衛生技術センターの行う免許試験を受験
し、「免許試験合格通知書」を交付された方

※　免許試験合格後に実務経験等を経られた方

も含む（特級・一級・二級ボイラー技士免許

試験、ボイラー整備士免許試験、発破技士免

許試験、高圧室内作業主任者免許試験、ガス

溶接作業主任者免許試験及び林業架線作業主

任者免許試験）

※　ボイラー溶接士免許は、試験合格後２年以

内に申請する必要があります。

【申請書の記載方法】

　３～４ページ参照（Ⅰ　 ）
【申請書の提出先】

　東京労働局免許証発行センター

【提出方法】

　郵送による（なお、窓口はありませんので、直接

持参することはできません。）

Ａ

Ｂ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ｃ

　安全衛生技術センターの行う免許試験の学科

試験を受験し、「免許試験結果通知書」を交付

された方

　無試験で免許を受ける資格のある方

【申請書の記載方法】

　５～６ページ参照（Ⅰ　 　 ）
【申請書の提出先】

　申請者の住所地を管轄する都道府県労働局の健康

安全主務課

【提出方法】

Ⅰ　 の方
　郵送又は本人持参

Ⅰ　 の方
　本人持参による（なお、労働基準監督署又は都道

府県労働局で本人確認及び資格の原本確認を受けた

場合は郵送でもよい。）

Ｂ Ｃ

【申請書の記載方法】

　７～８ページ参照 （Ⅱ　 　 再交付）
　９～ 10ページ参照 （Ⅱ　 　 再交付）
　11 ～ 12ページ参照（Ⅲ　書替）
　13～ 14ページ参照（Ⅳ　更新）
【申請書の提出先】

　申請者の住所地を管轄する都道府県労働局又は

直近の免許証の交付を受けた都道府県労働局の健康

安全主務課

【提出方法】

　本人持参による（なお、労働基準監督署又は都道

府県労働局で本人確認及び資格の原本確認を受けた

場合は郵送でも良い。）

Ａ Ｂ
Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

1

●申請手続きについて●
１．申請書の□枠内に記入する文字は、光学的読取装置（ＯＣＲ）により直接読み

取りますので、筆記用具には黒のボールペンを使用し、次の事項に十分注意して

下さい。

１）文字は、「標準字体」（右に記載）にならって申請書の□□□の記入枠からは

み出さないように、大きくていねいに書いて下さい。

２）文字は、大きな傾きをなくし、できるだけ濃く、かすれないように書いて下

さい。

３）濁点「゛」、半濁点「゜」は、同一の記入枠に記入して下さい。

５）次の文字については、特に注意して下さい。

イ　シツソンは、斜めの弧を書き始めるとき小さくカギをつけ、　　　　　　 と書く。

ロ　ヰヱは使用しないで、　　　  と書く。

ハ　数字の１はカギをつけないで垂直に書く。

ニ　数字の７の上部は水平の横軸とする。

　　カタカナのクの上部は右下がりにする。

ホ　数字の「４」の二本の縦線は上に閉じない。

ヘ　文字を書き損じたときは、その枠の上下をややはみ出すように縦の一本線を引いたうえ、

正しい文字を枠の中の右上すみに記入する（修正液等を使って訂正しない。）

　　　　　３を２に訂正　　　　　アをイに訂正

２．申請書は機械で処理しますので、汚したり、穴をあけたりしないで下さい。また、できるだけ

折り曲げないようにし、もし折り曲げる場合には、　　　　印の所を谷に折って下さい。

３．記入例を参考に申請書に記入して下さい。

　　なお、それぞれの申請で添付書類の箇所に示した書類が必要ですので準備して下さい。

４．氏名は、戸籍上の文字を楷書にて記入して下さい。（免許試験合格通知書の氏名が、戸籍上の

文字でない場合は、戸籍抄本を添付して申請して下さい。）

2

▼

　 　
▲

誤 正

→

→

→

→

（姓）別　府 （姓）譲　治

［例］

誤 誤

正 正

●申請書の記入上の注意点について●
標準字体
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3

記
入
例
Ⅰ
－

免
許
申
請
書

①
　
　
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

申
請
者
氏
名
欄
に
は
戸
籍
上
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い

記
載
内
容
等
に
つ
い
て
照
会
す
る
際
に
必
要
で
す
の

で
、
昼
間
電
話
で
連
絡
の
取
れ
る
電
話
番
号
・
携
帯
電

話
番
号
等
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
会
社
の
場
合

は
部
署
名
・
内
線
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

③
④
　
カ
タ
カ
ナ
で
左
か
ら
つ
め
て
書
い
て
下
さ
い
。

⑤
　
町
域
番
号
ま
で
正
確
に
記
入
し
て
下
さ
い
。

⑥
　
左
端
の
□
枠
内
に
、
該
当
す
る
元
号
の
番
号
を
記

入
し
ま
す
。
年
月
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
枠
が
二
つ
ず
つ
並

ん
で
い
ま
す
。１
桁
の
数
字
は
左
側
の
枠
を
空
欄
に
し
、

右
側
の
□
枠
内
に
記
入
し
ま
す
。

⑦
－
１
　
旧
姓
を
使
用
し
た
氏
名
又
は
通
称
の
併
記
を

希
望
す
る
場
合
は
２
を
、
希
望
し
な
い
場
合
は
０
を
記

入
し
て
下
さ
い
。

⑦
－
２
　
併
記
を
希
望
す
る
氏
名
等
を
記
入
し
て
下
さ

い
。

⑧
　
申
請
書
裏
面
の
コ
ー
ド
表
を
見
て
記
入
し
て
下
さ

い
。

⑩
　
合
格
通
知
書
を
交
付
し
た
安
全
衛
生
技
術
セ
ン

タ
ー
の
該
当
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
他
の
免
許
を
持
っ
て
い
る

場
合
に
は
、
今
回
申
請
す
る
免
許
証
と
統
合
の
う
え
新

し
い
免
許
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
次
の
い
ず

れ
か
に
記
入
し
て
下
さ
い
。

　
・
カ
ー
ド
タ
イ
プ
（
ラ
ミ
ネ
ー
ト
タ
イ
プ
を
含
む
）
の

免
許
証
の
場
合
、
別
紙
の
所
持
免
許
申
告
欄
（
P1
6）

は
不
要
で
す
。

⑲
に
免
許
証
番
号
を
記
入

　
・
二
つ
折
り
タ
イ
プ
の
免
許
証
の
場
合

　
に
　
と
記
入
し
、
免
許
の
種
類
に
○
を
付
け
、

別
紙
の
所
持
免
許
申
告
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

下
さ
い
（
1
6
ペ
ー
ジ
参
照
）。

②
　
申
請
書
裏
面
の
コ
ー
ド
表
を
見
て
記
入
し
て
下
さ
い
。

写
真
は
次
の
も
の
を
１
枚
貼
っ
て
下
さ
い
。

・
寸
法
は
横
24
m
m
×
縦
30
m
m
（
運
転
免
許
証
サ
イ
ズ
）

・
上
三
分
身（
胸
か
ら
上
）、
正
面
、着
衣
、脱
帽
、無
背
景

・
申
請
前
6
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の

・
鮮
明
で
変
色
の
恐
れ
の
な
い
も
の

※
ま
た
、写
真
の
裏
面
に
必
ず
氏
名
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

な
お
、
次
の
よ
う
な
写
真
は
撮
り
直
し
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

・
指
定
の
寸
法
や
規
格
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の

・
サ
ン
グ
ラ
ス
や
ヘ
ア
バ
ン
ド
等
に
よ
り
顔
の
一
部
が
隠
れ
て
い
る

も
の

・
デ
ジ
タ
ル
写
真
の
品
質
に
乱
れ
が
あ
る
も
の
（
画
像
処
理
が
な
さ

れ
て
い
る
も
の
や
不
鮮
明
な
も
の
）

・
変
色
や
傷
が
あ
る
も
の

・
写
真
専
用
紙
以
外
の
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の

詳
し
く
は
、
P
2
8
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

住
所
地
以
外
（
勤
務
先
な
ど
）
に
免
許
証
の
送
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
当
該
送
付
希
望
先
の
住
所
、
会
社
名
、
電

話
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
住
所
地
へ
の
送
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、こ
の
欄
に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

送
付
先
の
記
入
例

（
会
社
の
場
合
）

　
〒
○
○
○
－
○
○
○
○

　
東
京
都
千
代
田
区
○
○
1
-1
-1

　
○
○（
株
）
安
全
衛
生
課
　
気
付

（
実
家
の
場
合
）

　
〒
○
○
○
－
○
○
○
○

　
東
京
都
文
京
区
○
○
1
-1
-1
　
○
○
様
方

な
お
、
受
取
人
の
名
前
は
、
必
ず
免
許
申
請
者
の
氏
名
が

印
字
さ
れ
ま
す
。
免
許
申
請
者
以
外
の
方
が
受
取
人
に
な

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

⑪
　
左
端
の
□
の
枠
内
に
、
該
当
す
る
元
号
の
番
号
を
記

入
し
ま
す
。
以
下
の
年
月
日
の
記
入
要
領
は
、⑥
と
同
じ

で
す
。

⑫
　
免
許
試
験
合
格
通
知
書
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
の

で
、
転
記
し
て
下
さ
い
。

右
づ
め
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。

□

□
２6

□Ａ
安
全
衛
生
技
術
セ
ン
タ
ー
の
行
う
免
許
試
験
を
受
験
し
、

「
免
許
試
験
合
格
通
知
書
」
を
交
付
さ
れ
た
方

申
請
書
裏
面
に
つ
い
て
は

1
5
ペ
ー
ジ
参
照
。

□Ａ

申
請
先
　
〒
1
0
8
-0
0
1
4
　
東
京
都
港
区
芝
5
-3
5
-2
　
安
全
衛
生
総
合
会
館
２
階
　
東
京
労
働
局
免
許
証
発
行
セ
ン
タ
ー

山
　
田

太
　
郎

ヤ
マ
　
　

　ダ

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
4-
11
-1

五
井
コ
ー
ポ
Ｂ
23

チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

ゴ
イ
コ
ー
ポ
ビ
ー

　
タ

　
　
　
ロ
ウ

3
10

35

29
0

00
11

26
0

00
00

04
36

75
00
00

04
3

22
1

00
00

（
株
）×

×
工
業

東
京

2
4

1
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7

記
入
例
 Ⅱ

免
許
証
再
交
付
申
請
書

①
　
　
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

申
請
者
氏
名
欄
に
は
戸
籍
上
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い

記
載
内
容
等
に
つ
い
て
照
会
す
る
際
に
必
要
で
す
の

で
、
昼
間
電
話
で
連
絡
の
取
れ
る
電
話
番
号
・
携
帯
電

話
番
号
等
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
会
社
の
場
合

は
部
署
名
・
内
線
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

③
④
　
カ
タ
カ
ナ
で
左
か
ら
つ
め
て
書
い
て
下
さ
い
。

⑤
　
町
域
番
号
ま
で
正
確
に
記
入
し
て
下
さ
い
。

⑥
　
左
端
の
□
枠
内
に
、
該
当
す
る
元
号
の
番
号
を
記

入
し
ま
す
。
年
月
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
枠
が
二
つ
ず
つ
並

ん
で
い
ま
す
。１
桁
の
数
字
は
左
側
の
枠
を
空
欄
に
し
、

右
側
の
□
枠
内
に
記
入
し
ま
す
。

⑦
－
１
　
旧
姓
を
使
用
し
た
氏
名
又
は
通
称
の
併
記
を

希
望
す
る
場
合
は
２
を
、
希
望
し
な
い
場
合
は
０
を
記

入
し
て
下
さ
い
。

⑦
－
２
　
併
記
を
希
望
す
る
氏
名
等
を
記
入
し
て
下
さ

い
。

⑧
　
申
請
書
裏
面
の
コ
ー
ド
表
を
見
て
記
入
し
て
下
さ

い
。

　
の
方
は
、「
紛
失
」
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

　
の
方
は
、「
損
傷
」
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

　
　
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
他
の
免
許
を
持
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
今
回
申
請
す
る
免
許
証
と
統
合
の
う

え
新
し
い
免
許
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
１
と
記
入

し
、
免
許
の
種
類
に
○
を
つ
け
、
別
紙
の
所
持
免
許
申

告
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
下
さ
い
（
1
6
ペ
ー
ジ

参
照
）。

②
　
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。

写
真
は
次
の
も
の
を
１
枚
貼
っ
て
下
さ
い
。

・
寸
法
は
横
24
m
m
×
縦
30
m
m
（
運
転
免
許
証
サ
イ
ズ
）

・
上
三
分
身（
胸
か
ら
上
）、
正
面
、着
衣
、脱
帽
、無
背
景

・
申
請
前
6
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の

・
鮮
明
で
変
色
の
恐
れ
の
な
い
も
の

※
ま
た
、写
真
の
裏
面
に
必
ず
氏
名
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

お
、次
の
よ
う
な
写
真
は
撮
り
直
し
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
指
定
の
寸
法
や
規
格
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の

・
サ
ン
グ
ラ
ス
や
ヘ
ア
バ
ン
ド
等
に
よ
り
顔
の
一
部
が
隠
れ
て
い
る
も
の

・
デ
ジ
タ
ル
写
真
の
品
質
に
乱
れ
が
あ
る
も
の
（
画
像
処
理
が
な
さ

れ
て
い
る
も
の
や
不
鮮
明
な
も
の
）

・
変
色
や
傷
が
あ
る
も
の

・
写
真
専
用
紙
以
外
の
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の

詳
し
く
は
、
P
2
8
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

住
所
地
以
外
（
勤
務
先
な
ど
）
に
免
許
証
の
送
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
当
該
送
付
希
望
先
の
住
所
、
会
社
名
、
電

話
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
住
所
地
へ
の
送
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、こ
の
欄
に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

送
付
先
の
記
入
例

（
会
社
の
場
合
）

　
〒
○
○
○
－
○
○
○
○

　
東
京
都
千
代
田
区
○
○
1
-1
-1

　
○
○（
株
）
安
全
衛
生
課
　
気
付

（
実
家
の
場
合
）

　
〒
○
○
○
－
○
○
○
○

　
東
京
都
文
京
区
○
○
1
-1
-1
　
○
○
様
方

な
お
、
受
取
人
の
名
前
は
、
必
ず
免
許
申
請
者
の
氏
名
が

印
字
さ
れ
ま
す
。
免
許
申
請
者
以
外
の
方
が
受
取
人
に
な

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。

紛
失
ま
た
は
損
傷
し
た
免
許
証
に
つ
い
て
記
入
し
て
下
さ
い
。

・
カ
ー
ド
タ
イ
プ
（
ラ
ミ
ネ
ー
ト
タ
イ
プ
を
含
む
）
の
免

許
証
の
場
合

⑲
に
免
許
証
番
号
を
記
入

・
二
つ
折
り
タ
イ
プ
の
免
許
証
の
場
合

　
に「
免
許
の
種
類
コ
ー
ド
」、
　
に「
交
付
局
コ
ー
ド
」

（
裏
面
の
コ
ー
ド
表
参
照
）、
 　
に
「
免
許
証
番
号
」
、

　
に
交
付
年
月
日
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

紛
失
・
損
傷
し
た
免
許
証
の
記
載
項
目
が
不
明
の
場

合
に
は
、
申
請
者
ご
本
人
が
本
人
確
認
証
明
書
を
持

参
の
上
、
申
請
書
を
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
又

は
都
道
府
県
労
働
局
に
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

２6

□Ａ □Ｂ
免
許
証
を
紛
失
し
た
方

免
許
証
を
損
傷
し
た
方

申
請
書
裏
面
に
つ
い
て
は

1
5
ペ
ー
ジ
参
照
。

□

□Ａ □Ｂ ※
再
交
付
と
書
替
を
同
時
に
行
う
場
合
は
、①
「
申
請

の
区
分
」
は
　
と
記
入
し
、
記
入
例
Ⅲ（
1
1
ペ
ー
ジ
）

に
示
し
た
事
項
も
併
せ
て
記
入
し
て
下
さ
い
。

□

申
請
先
　
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局（
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
で
も
可
）の
健
康
安
全
主
務
課（
P2
6
～
P2
7
参
照
）

２2 ２5

２3 ２4

紛
失

山
　
田

太
　
郎

ヤ
マ
　
　

　ダ

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
4
-1

1
-1

五
井
コ
ー
ポ
Ｂ
2
3

チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

ゴ
イ
コ
ー
ポ
ビ
ー

　タ
　　

　
ロ
ウ

3
1
0

3
5

2
9
0

0
0
1
1

2
6
0

0
0
0
0

0
4
3
6

7
5

0
0
0
0

0
4
3

2
2
1

0
0
0
0

（
株
）×

×
工
業

千
葉

2
4

1
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9

記
入
例
 Ⅱ

免
許
証
再
交
付
申
請
書

①
　
　
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

申
請
者
氏
名
欄
に
は
戸
籍
上
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い

記
載
内
容
等
に
つ
い
て
照
会
す
る
際
に
必
要
で
す
の

で
、
昼
間
電
話
で
連
絡
の
取
れ
る
電
話
番
号
・
携
帯
電

話
番
号
等
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
会
社
の
場
合

は
部
署
名
・
内
線
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

③
④
　
カ
タ
カ
ナ
で
左
か
ら
つ
め
て
書
い
て
下
さ
い
。

⑤
　
町
域
番
号
ま
で
正
確
に
記
入
し
て
下
さ
い
。

⑥
　
左
端
の
□
枠
内
に
、
該
当
す
る
元
号
の
番
号
を
記

入
し
ま
す
。
年
月
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
枠
が
二
つ
ず
つ
並

ん
で
い
ま
す
。１
桁
の
数
字
は
左
側
の
枠
を
空
欄
に
し
、

右
側
の
□
枠
内
に
記
入
し
ま
す
。

⑦
－
１
　
旧
姓
を
使
用
し
た
氏
名
又
は
通
称
の
併
記
を

希
望
す
る
場
合
は
２
を
、
希
望
し
な
い
場
合
は
０
を
記

入
し
て
下
さ
い
。

⑦
－
２
　
併
記
を
希
望
す
る
氏
名
等
を
記
入
し
て
下
さ

い
。

⑧
　
申
請
書
裏
面
の
コ
ー
ド
表
を
見
て
記
入
し
て
下
さ

い
。 ・
ど
ち
ら
も
「
そ
の
他
」
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

　
　
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
他
の
免
許
を
持
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
今
回
申
請
す
る
免
許
証
と
統
合
の
う

え
新
し
い
免
許
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
１
と
記
入

し
、
免
許
の
種
類
に
○
を
つ
け
、
別
紙
の
所
持
免
許
申

告
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
下
さ
い
（
1
6
ペ
ー
ジ

参
照
）。

②
　
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。

写
真
は
次
の
も
の
を
１
枚
貼
っ
て
下
さ
い
。

・
寸
法
は
横
24
m
m
×
縦
30
m
m
（
運
転
免
許
証
サ
イ
ズ
）

・
上
三
分
身（
胸
か
ら
上
）、
正
面
、着
衣
、脱
帽
、無
背
景

・
申
請
前
6
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の

・
鮮
明
で
変
色
の
恐
れ
の
な
い
も
の

※
ま
た
、写
真
の
裏
面
に
必
ず
氏
名
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

お
、次
の
よ
う
な
写
真
は
撮
り
直
し
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
指
定
の
寸
法
や
規
格
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の

・
サ
ン
グ
ラ
ス
や
ヘ
ア
バ
ン
ド
等
に
よ
り
顔
の
一
部
が
隠
れ
て
い
る
も
の

・
デ
ジ
タ
ル
写
真
の
品
質
に
乱
れ
が
あ
る
も
の
（
画
像
処
理
が
な
さ

れ
て
い
る
も
の
や
不
鮮
明
な
も
の
）

・
変
色
や
傷
が
あ
る
も
の

・
写
真
専
用
紙
以
外
の
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の

詳
し
く
は
、
P
2
8
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

住
所
地
以
外
（
勤
務
先
な
ど
）
に
免
許
証
の
送
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
当
該
送
付
希
望
先
の
住
所
、
会
社
名
、
電

話
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
住
所
地
へ
の
送
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、こ
の
欄
に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

送
付
先
の
記
入
例

（
会
社
の
場
合
）

　
〒
○
○
○
－
○
○
○
○

　
東
京
都
千
代
田
区
○
○
1
-1
-1

　
○
○（
株
）
安
全
衛
生
課
　
気
付

（
実
家
の
場
合
）

　
〒
○
○
○
－
○
○
○
○

　
東
京
都
文
京
区
○
○
1
-1
-1
　
○
○
様
方

な
お
、
受
取
人
の
名
前
は
、
必
ず
免
許
申
請
者
の
氏
名
が

印
字
さ
れ
ま
す
。
免
許
申
請
者
以
外
の
方
が
受
取
人
に
な

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。

再
交
付
を
希
望
す
る
免
許
証
に
つ
い
て
記
入
し
て
下
さ
い
。

・
カ
ー
ド
タ
イ
プ
（
ラ
ミ
ネ
ー
ト
タ
イ
プ
を
含
む
）
の
免

許
証
の
場
合

⑲
に
免
許
証
番
号
を
記
入

・
二
つ
折
り
タ
イ
プ
の
免
許
証
の
場
合

　
に「
免
許
の
種
類
コ
ー
ド
」、
　
に「
交
付
局
コ
ー
ド
」

（
裏
面
の
コ
ー
ド
表
参
照
）、
 　
に
「
免
許
証
番
号
」、

　
に
交
付
年
月
日
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

２6

申
請
書
裏
面
に
つ
い
て
は

1
5
ペ
ー
ジ
参
照
。

□

※
再
交
付
と
書
替
を
同
時
に
行
う
場
合
は
、①
「
申
請

の
区
分
」
は
　
と
記
入
し
、
記
入
例
Ⅲ（
1
1
ペ
ー
ジ
）

に
示
し
た
事
項
も
併
せ
て
記
入
し
て
下
さ
い
。

□

２2 ２5

２3 ２4

申
請
先
　
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局（
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
で
も
可
）の
健
康
安
全
主
務
課（
P2
6
～
P2
7
参
照
）

□Ｃ □Ｄ
免
許
証
の
記
載
事
項
等
の
変
更
を
希
望
す
る
方

新
様
式
の
免
許
証
の
発
行
を
希
望
す
る
方

□Ｃ
□Ｄ

そ
の
他

山
　
田

太
　
郎

ヤ
マ
　
　

　ダ

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
4
-1

1
-1

五
井
コ
ー
ポ
Ｂ
2
3

チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

ゴ
イ
コ
ー
ポ
ビ
ー

　タ
　　

　
ロ
ウ

3
1
0

3
5

2
9
0

0
0
1
1

2
6
0

0
0
0
0

0
4
3
6

7
5

0
0
0
0

0
4
3

2
2
1

0
0
0
0

（
株
）×

×
工
業

千
葉

2
4

1
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11

記
入
例
 Ⅲ

免
許
証
書
替
申
請
書

①
　
　
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

現
在
の
氏
名
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

記
載
内
容
等
に
つ
い
て
照
会
す
る
際
に
必
要
で
す
の

で
、
昼
間
電
話
で
連
絡
の
取
れ
る
電
話
番
号
・
携
帯
電

話
番
号
等
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
会
社
の
場
合

は
部
署
名
・
内
線
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

③
④
　
カ
タ
カ
ナ
で
左
か
ら
つ
め
て
書
い
て
下
さ
い
。

⑤
　
町
域
番
号
ま
で
正
確
に
記
入
し
て
下
さ
い
。

⑥
　
左
端
の
□
枠
内
に
、
該
当
す
る
元
号
の
番
号
を
記

入
し
ま
す
。
年
月
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
枠
が
二
つ
ず
つ
並

ん
で
い
ま
す
。１
桁
の
数
字
は
左
側
の
枠
を
空
欄
に
し
、

右
側
の
□
枠
内
に
記
入
し
ま
す
。

⑦
－
１
　
旧
姓
を
使
用
し
た
氏
名
又
は
通
称
の
併
記
を

希
望
す
る
場
合
は
２
を
、
希
望
し
な
い
場
合
は
０
を
記

入
し
て
下
さ
い
。

⑦
－
２
　
併
記
を
希
望
す
る
氏
名
等
を
記
入
し
て
下
さ

い
。

⑧
　
申
請
書
裏
面
の
コ
ー
ド
表
を
見
て
記
入
し
て
下
さ

い
。

変
更
前
の
氏
名
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

　
　
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
他
の
免
許
を
持
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
今
回
申
請
す
る
免
許
証
と
統
合
の
う

え
新
し
い
免
許
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
１
と
記
入

し
、
免
許
の
種
類
に
○
を
つ
け
、
別
紙
の
所
持
免
許
申

告
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
下
さ
い
（
1
6
ペ
ー
ジ

参
照
）。

②
　
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。

写
真
は
次
の
も
の
を
１
枚
貼
っ
て
下
さ
い
。

・
寸
法
は
横
24
m
m
×
縦
30
m
m
（
運
転
免
許
証
サ
イ
ズ
）

・
上
三
分
身（
胸
か
ら
上
）、
正
面
、着
衣
、脱
帽
、無
背
景

・
申
請
前
6
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の

・
鮮
明
で
変
色
の
恐
れ
の
な
い
も
の

※
ま
た
、写
真
の
裏
面
に
必
ず
氏
名
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

な
お
、次
の
よ
う
な
写
真
は
撮
り
直
し
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
指
定
の
寸
法
や
規
格
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の

・
サ
ン
グ
ラ
ス
や
ヘ
ア
バ
ン
ド
等
に
よ
り
顔
の
一
部
が
隠
れ
て
い
る
も
の

・
デ
ジ
タ
ル
写
真
の
品
質
に
乱
れ
が
あ
る
も
の
（
画
像
処
理
が
な
さ

れ
て
い
る
も
の
や
不
鮮
明
な
も
の
）

・
変
色
や
傷
が
あ
る
も
の

・
写
真
専
用
紙
以
外
の
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の

詳
し
く
は
、
P
2
8
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

住
所
地
以
外
（
勤
務
先
な
ど
）
に
免
許
証
の
送
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
当
該
送
付
希
望
先
の
住
所
、
会
社
名
、
電

話
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
住
所
地
へ
の
送
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、こ
の
欄
に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

送
付
先
の
記
入
例

（
会
社
の
場
合
）

　
〒
○
○
○
－
○
○
○
○

　
東
京
都
千
代
田
区
○
○
1
-1
-1

　
○
○（
株
）
安
全
衛
生
課
　
気
付

（
実
家
の
場
合
）

　
〒
○
○
○
－
○
○
○
○

　
東
京
都
文
京
区
○
○
1
-1
-1
　
○
○
様
方

な
お
、
受
取
人
の
名
前
は
、
必
ず
免
許
申
請
者
の
氏
名
が

印
字
さ
れ
ま
す
。
免
許
申
請
者
以
外
の
方
が
受
取
人
に
な

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。

書
替
す
る
免
許
証
に
つ
い
て
記
入
し
て
下
さ
い
。

・
カ
ー
ド
タ
イ
プ
（
ラ
ミ
ネ
ー
ト
タ
イ
プ
を
含
む
）
の
免

許
証
の
場
合

⑲
に
免
許
証
番
号
を
記
入

・
二
つ
折
り
タ
イ
プ
の
免
許
証
の
場
合

　
に「
免
許
の
種
類
コ
ー
ド
」、
　
に「
交
付
局
コ
ー
ド
」

（
裏
面
の
コ
ー
ド
表
参
照
）、
 　
に
「
免
許
証
番
号
」、

　
に
交
付
年
月
日
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

２6

免
許
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る

氏
名
を
変
更
し
た
方

申
請
書
裏
面
に
つ
い
て
は

1
5
ペ
ー
ジ
参
照
。

□

※
再
交
付
と
書
替
を
同
時
に
行
う
場
合
は
、①
「
申
請

の
区
分
」
は
　
と
記
入
し
、
記
入
例
Ⅱ（
7
ペ
ー
ジ
）

に
示
し
た
事
項
も
併
せ
て
記
入
し
て
下
さ
い
。

□

２2 ２5

２3 ２4

申
請
先
　
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局（
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
で
も
可
）の
健
康
安
全
主
務
課（
P2
6
～
P2
7
参
照
）

吉
　
田
　
　
太
　
郎

ヨ
シ
　
　

　 ダ
　
　
　
　
　
タ
　
　

　 ロ
ウ

山
　
田

太
　
郎

ヤ
マ
　
　

　ダ

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
4
-1

1
-1

五
井
コ
ー
ポ
Ｂ
2
3

チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

ゴ
イ
コ
ー
ポ
ビ
ー

　タ
　　

　
ロ
ウ

3
1
0

3
5

2
9
0

0
0
1
1

2
6
0

0
0
0
0

0
4
3
6

7
5

0
0
0
0

0
4
3

2
2
1

0
0
0
0

（
株
）×

×
工
業

千
葉

2
4

1
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本
様
式
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

ht
tp
s:
//w

w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/c
on
te
nt
/1
13
00
00
0/
00
12
24
75

4.
pd
f 

所
持
免
許
申
告
欄

す
で
に
お
持
ち
の
旧
様
式
の
免
許
証
（
二
つ
折
タ
イ
プ

の
免
許
証
）
に
つ
い
て
、
申
請
書
裏
面
の
コ
ー
ド
表
を

参
照
し
て
「
免
許
種
類
コ
ー
ド
」「
交
付
局
コ
ー
ド
」

を
記
入
し
て
下
さ
い
。

ま
た
、「
免
許
証
番
号
」「
交
付
年
月
日
」
を
転
記
し
て

下
さ
い
。

記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。

申
請
書
の
項
目
番
号
　
に
　
を
記
入
し
た
方
（
二
つ
折
り
タ
イ
プ
（
旧
様
式
）
の

免
許
証
を
所
持
し
て
い
る
方
）
は
必
ず
こ
の
用
紙
を
記
入
・
添
付
し
て
下
さ
い
。

２6
□

カ
ー
ド
タ
イ
プ
（
ラ
ミ
ネ
ー
ト
タ
イ
プ
を
含
む
）
の
免
許
証
を
所
持
し
て
い
る
方
は
提
出
不
要
で
す
。

山
　
田

太
　
郎

ヤ
マ

　　
　
　

　ダ
　

千
葉

神
奈
川

二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士

衛
生
管
理
者

　タ
　　

　
　

　ロ
ウ
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●
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
●

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に

お
い
て
ボ
イ
ラ
ー
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
３
か
月
以
上

の
実
地
修
習
を
経
た
も
の

○
　
卒
業
証
明
書
（
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
又
は
蒸
気
原
動
機
に
つ
い
て
2
単
位
以
上
修
得

し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）（
原
本
） 

○
　
実
地
修
習
結
果
報
告
書
の
写

免
許
試
験
合
格
後
、
免
許
申
請
を
行
う
際
に
添
付
す
る
「
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
」
は
要
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

2

海
技
士
（
機
関
１
、
２
、
３
級
）
免
許
を
受
け
た
者

○
　
海
技
士
免
許
の
写

6

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
４
か
月
以
上
小
規
模
ボ
イ

ラ
ー ※

2を
取
り
扱
っ
た
経
験
が
あ
る
も
の

○
　
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
修
了
証
の
写

○
　
実
務
経
験
従
事
証
明
書
（
原
本
）

4

ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
に
つ
い
て
６
か
月
以
上
の
実
地
修
習
を
経
た
者

○
　
実
地
修
習
結
果
報
告
書
の
写

3

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
省
エ
ネ
法
）
第
9
条
第
1
項
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士
（
熱
）
免
状
を
有
す
る
者
で
、
１
年
以
上
の
実
地
修
習
を
経

た
も
の

○
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士（
熱
）免
状
の
写
及
び
合
否
通
知
書（
合
格
証
）の
写

○
　
実
地
修
習
結
果
報
告
書
の
写

5

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
（
１
種
又
は
２
種
）
免
状
を
有
す
る
者
で
、

伝
熱
面
積
の
合
計
が
2
5
㎡
以
上
の
ボ
イ
ラ
ー
を
取
り
扱
っ
た
経
験
が
あ
る
も
の

○
　
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
（
1
種
又
は
2
種
）
免
状
の
写

○
　
実
務
経
験
従
事
証
明
書
（
原
本
）

7二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

　
　
　
　（
U
R
L：
ht
tp
s:
//
w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/s
tf
/s
ei
sa
ku
ni
ts
ui
te
/b
un
ya
/k
oy
ou
_r
ou
do
u/
ro
ud
ou
ki
ju
n/
an
ze
n/
an
ze
ne
is
ei
2
2
/）

　
　
　
※
1
　
上
記
の
ほ
か
、
平
成
2
4
年
3
月
3
1
日
ま
で
に
受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
安
全
衛
生
技
術
セ
ン
タ
ー
に
提
出
済
で
あ
れ
ば
、
免
許
試
験
合
格
通
知
書
の
備
考
欄
に
「
法
令
改
正
前
の
受
験
資
格
を
有

す
る
こ
と
を
確
認
済
み
。」
と
印
書
さ
れ
、
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
※
2
　
小
規
模
ボ
イ
ラ
ー
：
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
2
0
条
第
5
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
い
た
も
の

要
　
　
件

具
体
的
な
書
類

【
 注
 】

②

ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
を
修
了
し
た
者

○
　
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
修
了
証
の
原
本
又
は
写
（
提
出
さ
れ
た
も
の
は
返
却
し
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
）

1

②

海
技
士
（
機
関
４
、
５
級
）
免
許
を
受
け
た
者
で
、
伝
熱
面
積
の
合
計
が
2
5
㎡

以
上
の
ボ
イ
ラ
ー
を
取
り
扱
っ
た
経
験
が
あ
る
も
の

○
　
海
技
士
免
許
の
写

○
　
実
務
経
験
従
事
証
明
書
（
原
本
）

8

保
安
技
術
職
員
国
家
試
験
規
則
に
よ
り
汽
か
ん
係
員
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
伝

熱
面
積
の
合
計
が
2
5
㎡
以
上
の
ボ
イ
ラ
ー
を
取
り
扱
っ
た
経
験
が
あ
る
も
の

○
　
汽
か
ん
係
員
試
験
合
格
証
の
写

○
　
実
務
経
験
従
事
証
明
書
（
原
本
）

9
②②

鉱
山
に
お
い
て
、
伝
熱
面
積
の
合
計
が
2
5
㎡
以
上
の
ボ
イ
ラ
ー
を
取
り
扱
っ
た

経
験
が
あ
る
者

○
　
実
務
経
験
従
事
証
明
書
（
原
本
）

10
②

【
注
】　
②
　「
実
務
経
験
従
事
証
明
書
」
の
様
式
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
又
は
都
道
府
県
労
働
局
に
て
入
手
で
き
ま
す
。
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平成 年２月より、免許証の電子申請はe-Gov（電子政府の総合窓口）電子申請システムを利用

※　電子申請の留意点や方法などについてはe-Govホームページでご確認下さい。

（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/）

Ⅰ　事前準備（初めての方のみ）

25

●電子申請による免許申請について●

して行っていただくことになりました。

なお、令和３年10月より、免許証の電子申請に電子署名は不要となりました。

パソコン環境の設定を行って下さい。

※　詳しくはe-Govホームページ上にある「利用準備」のページを参照下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/）

Ⅱ　申請書の作成
※　作成方法については、e-Govホームページ上にある「電子申請する」のページを参照下さい。

（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/procedure）

※　申請手続は正しく選択して下さい。

　「◯◯免許の試験合格に係る新規交付申請」：「免許試験合格通知書」を交付された方

　「◯◯免許の試験免除に係る新規交付申請」：「免許試験結果通知書」を交付された方、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無試験で免許を受ける資格のある方

Ⅲ　電子納付（前納）
免許証申請の手続については、手数料（各種免許申請につき 円）を納付する必要があり

ます。手数料を納付した後の返還・流用は認められませんのでくれぐれもご注意下さい。手数料

等に疑義がある場合は、事前に都道府県労働局にお問い合わせ下さい。

※　納付方法については、e-Govホームページ上にある「電子納付について」のページを参照下

さい。

（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/payment）

Ⅳ　添付書類の提出
写真（横24mm×縦30mm）（運転免許証サイズ）１枚及び添付書類（17、18ページ参照）に

ついては、郵送により提出して下さい。なお、郵送するに当たっては、e-Gov電子申請システム

の添付書類の情報を入力する画面の「別送」を選択していただくとともに、郵送時にe-Gov電子

申請システムの「手数料納付期限のお知らせ」が表示されているページを印刷して同封して下さい。

また、封筒には赤字で「電子申請」と記載してください。

Ⅴ　申請後の処理
申請後、申請した手続の処理状況を確認することができます。

※　詳しくはe-Govホームページ上にある「申請等の処理状況を確認する」のページを参照下

さい。

（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/confirm）
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（公財）安全衛生技術試験協会は、労働安全衛生
法に基づく免許試験を国に代わって⾏っている試験
機関です。
受験に関するお問い合わせ、お申し込みは協会本

部又は各安全衛生技術センターまで。

労働安全衛生法では、危険・有害な業務などについては、
免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、
その業務に就くことが禁止されています（労働安全衛生法

第61条（就業制限）など）。

労働安全衛生法の免許

免許試験の受験申込は
（公財）安全衛生技術試験協会 各安全衛生技術センターへ

クレーン・デリック運転士
ボイラー技士

潜水士 発破技士

▲（公財）安全衛生技術試験協会
のホームページ

クレーン・デリック運転士免許
移動式クレーン運転士免許
揚貨装置運転士免許
高圧室内作業主任者免許
発破技士免許
ガス溶接作業主任者免許
ボイラー整備士免許
衛⽣⼯学衛⽣管理者免許
第⼀種衛⽣管理者免許
第⼆種衛⽣管理者免許

林業架線作業主任者免許
エックス線作業主任者免許
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
潜水士免許
特定第⼀種圧⼒容器取扱作業主任者免許
特級ボイラー技士免許
一級ボイラー技士免許
二級ボイラー技士免許
特別ボイラー溶接士免許
普通ボイラー溶接士免許

つり上げ荷重５トン以上のクレーンの運転などは免許が
必要です。これらの業務に従事する際には、必要な免許
を取得してください。

C0718C368_免許申請書等手続きの手引き_CC2019.indd   1 2021/08/02   16:40

（5.10.1）
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